
大阪市里親委託前養育等支援事業実施要綱 

 

制定 令和３年４月１日  

 

（目的） 

第１条 「大阪市里親委託前養育等支援事業」（以下「本事業」という。）

は、大阪市が里親に児童を委託する場合の調整期間等における里親

の経済的負担を軽減することにより、児童と里親の交流や関係調整

を十分に行える環境を整備し、里親委託の推進を図るとともに、児

童の福祉の増進に寄与することを目的とする事業であり、この要綱

は、本事業実施にあたり必要な事項を定めるものとする。 

 

（実施機関） 

第２条 本事業の業務は、大阪市児童相談所条例第１条に規定するこども

相談センター（以下「センター」という。）が行うものとする。 

 

（対象者） 

第３条 本事業における支援の対象者は、児童福祉法第６条の４で定めら

れる里親とする。なお、大阪市が委託する児童であれば、他の自治

体で登録された里親（以下「管外里親」という。）も本事業の対象と

する。 

２  ただし、小規模住居型児童養育事業者については対象外とする。 

 

（事業内容） 

第４条 第３条に規定する者を対象として、大阪市が児童を里親委託する

場合の調整期間等における里親と児童との面会や外出、外泊等によ

る交流や関係調整（以下「委託前養育等」という。）を行うのに要す

る生活費及び交通費を支給する。 

２  対象となる期間は、次のとおりとする。 

開始日 委託前養育等を開始した日 

完了日 里親委託を開始する前日又は委託前養育等を終了する日 

 

（報酬単価等） 

第５条 報酬単価等は、予算の範囲内において別表１に定める額とする。 

 



（利用申請） 

第６条 本事業の利用を希望する場合は、委託前養育等を開始するまで

に、本市登録里親は居住区を管轄するセンター所長に対して、管外

里親は委託予定児童を担当するセンター所長に対して、「大阪市里

親委託前養育等支援事業利用申請書」（第１号様式）により申請を

行う。 

 

（利用決定） 

第７条 センター所長は、委託前養育等を開始するまでに、前条の申請の

あった里親に対して「大阪市里親委託前養育等支援事業利用決定通

知書」（第２号様式）により通知するものとする。 

 

（実施報告） 

第８条 前条の決定を受けた里親は、委託前養育等を実施した場合は、第

４条第２項に規定する完了日から起算して15日以内に、センター所

長に対し、「大阪市里親委託前養育等支援事業実施報告書」（第３

号様式）を提出するものとする。 

 

（支払方法） 

第９条 市長は、里親からの請求に基づき、報酬額を支払うものとする。 

 

（調査指導等) 

第10条 センター所長は、本事業の適正な実施を確保するため、必要があ

ると認めるときは、委託前養育等の実施状況に関して、随時必要な

確認、指導等を行うものとする。 

 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項

は、大阪市中央こども相談センター所長が定めるものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 



別表１（第５条関係） 

対象事業内容 報酬単価等 

１ 委託前養育等に係る里親の交通費 

 以下の委託前養育等実施にあたり、 

里親１人当たりにつき、里親宅等（※１）

と交流先の往復に要した交通費（※２）を

支給 

（１）面会 

（２）外出 

（３）外泊 

 

※１ 管外里親が委託前養育等を行うため 

に、里親宅以外の場所に滞在する場 

合は、当該滞在先を含む。 

※２ 交通費は、公共交通機関を利用した 

ものに限り、「職員の旅費に関する 

条例」に基づき最も経済的な通常の 

経路及び方法により算定する。 

 

２ 委託前養育等に係る児童の生活費等 

 以下の委託前養育等実施にあたり、 

児童１人当たりにつき、生活費等（※３）

を支給 

（１）外出 

（２）外泊 

 

※３ 児童に係る食費、消耗品費、里親 

宅等までの交通費等の経費を想定 

１ 

（１）（２）（３） 

里親１人当たりにつき、 

日額上限3,490円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

（１）（２） 

児童１人当たりにつき、 

日額1,690円 

 


